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「平成１９年度から平成２８年度まで―滞納債権の回収記録―」 

市税外などの支払い忘れや支払相談は「債権管理課」まで！！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[１] ＰＤＣＡサイクル(基本手法) 

[２] 善通寺市 債権管理課の歩み 

[３] 第１章 経緯／第２章 環境／第３章 展望 

[４] グラフ「平成１９年度から平成２８年度まで―滞納債権の回収の記録―」 

   年度別現年・過年合計 調定・収納状況表 

[５] 滞納債権管理の組織図(変遷) 

[６] 滞納債権回収の流れ 

[７] 督促８段階手法事項 

[８] 水道関係図式督促パターン 

[９] 未納はありませんか!!「相談窓口」 

 

 

市税外債権 

市税外滞納金回収に専門集団 
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［１］ＰＤＣＡサイクル（基本手法） 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

従来の実績や将来の

予測などをもとにし

て滞納債権回収計画

を作成します。 

 

 

業務の実行が計画に

沿っているかどうか

を検証します。 

 

 

 

検証の結果を踏まえ

計画に沿っていない

部分は改善します。 

計画に沿って業務を

実行します。 

 

4 段階の一周「サイクル」を基本

に一周ごとに債権管理の手法を

向上させます。 

 

Ⅰ 計画 

(Plan) 

Ⅱ 実行 

(Do) 

Ⅲ 検証 

(Check) 

Ⅳ 改善 

(Act) 
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新Ｐ・Ｄ・Ｃ・Ａ・Ｔサイクル手法 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ｐlan 
(計画) 

 

Ｄo 
(実行) 

 

Ｃheck 
(検証) 

 

Ａct 
(改善) 

 

Ｔop 
トップ会議 

市税外滞納債権回収 

庁内検討委員会 

 

市長・副市長以下 

各関係部長への 

報告会 
（６月・10 月・２月） 
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[２] 善通寺市 債権管理課の歩み 
 

 

 

 

・特色…市税外債権に関する滞納情報管理の一元化       

具体的には以下の所管課と連携し、情報交換を図る     

上下水道課（上水道・下水道使用料）         

人権課（同和対策事業貸付金）            

子ども課（保育所保育料）              

建築住宅課（市営住宅使用料）            

税務課（介護保険料）                

社会福祉課（生活保護費不正受給返還金）       

 

 

 

・滞納債権回収対策 

① 督促 8 段階手法の「督促マニュアル」に沿って督促状・催告書を発送 

    ② 期限内未納者への滞納防止の「電話督促」の実施 

    ③ 水道使用料 3 ヶ月以上の滞納者へ納付を促す「給水停止予告書」の発送 

    ④ 『支払督促申立・訴訟・差押・市営住宅明け渡し等の法的処置』の実行 

  

・実績…滞納残高は約 1 億 9,900 万円から約 6,400 万円へと約 1 億 3,500 万円減少 

（平成 19 年から平成 28 年まで 詳細は別グラフを参照） 

 

※滞納債権回収対策の実施結果の内訳 

・現年度滞納繰越額が①②の実行により、約 3,200 万円減少 

・過年度滞納残高額が③④の実行により、約 1 億 300 万円減少 

 

平成 17 年 10 月 債権管理第二課を新設 （平成 25 年 4 月～債権管理課） 

・目的…市税以外の滞納債権をまとめて徴収対策を行う 

・人材…民間金融機関出身の専門者を主要メンバーに据える 
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[３] 第１章 経緯／第２章 環境／第３章 展望 

 

★★★ 第 1 章 市税外「滞納債権整理取組」の経緯 ★★★ 

1 開 始 平成 17 年 10 月 1 日 

2 編 成 債権管理第二課 (5 名)→(H25/4/1)債権管理課 

3 内 容 滞納整理手続手法要領 [タイトル－滞納勘定の夜明け－] 

4 周 知 徹底事項 [継続するために習慣化すべき事柄] 

① 首長への報告 

② 責任の分担と資料の活用 

③ 督促 8 段階手法の活用と改善目標値の策定 

④ 滞納者別把握と滞納解消への納付助言及び指導 

5 検 証 月例会議(「勝手に言って委員会」)の開催等 

6 その他 「年度別回収施策」と債権管理課の実行スローガン 

 

★★★ 第 2 章 滞納を取り巻く環境 ★★★ 

1 滞納者の「動向」を把握 ⇒「相手」を理解 

2 民間金融機関のクレジット契約等の督促手法に学ぶ 

3 削減すべき徴収コスト⇒訪問コストの軽減、法的処置による滞納債権の発生防止 

 

★★★ 第 3 章 債権管理の展望 ★★★ 

1 債権管理の目的 ⇒公平性及び自主財源の確保 

2 滞納と発生防止 ⇒徴収スキルの向上、効果的･効率的な仕事の仕方 

3 組織体制の確立 ⇒庁内協働体制の確立と徴収専門部署の設置 

4 具体的債権管理 ⇒交渉･税外滞納債権の一元化／法的手続きの導入 

／改善目標の設定／滞納処置検討会の実施･顧問 

弁護士との連携 

5 回収体制の成果と提案 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

債権回収の意識改革継続とさらなる推進に向けての提案 

担当者としての 
心がまえ 

・すぐやる 

・確実にやる 

・終わるまでやる 

⑤完納の具体的対策 ⑥分納約束・進展なし ①
賦
課
決
定 

②
収 

 

納 

③
未
納
発
生 

平成 19 年度現年度繰越発生  過年度徴収額(徴収率)    平成 28 年度現年度繰越発生  過年度徴収額(徴収率)  

(額)38.9 百万 (率)2.29％  (額)36.0 百万(率)18.72％  (額)14.1 百万(率)0.84％   (額)13.3 百万(率)18.29％ 

④初期の基本作業 

督
促
・
催
告 

勧
奨
・
督
励 

電
話
催
告 

納
付
相
談 ⑥従来⇒対応の難しさ 

⑦専門嘱託職員採用対応 

滞納整理・差押 

滞納発生抑制・長期滞納予防 
 

H29 年度目標→6,000 万 
(滞納残高) 

まとめ 

滞納徴収額の向

上策は「督促回数

に比例」します。 

平成 27 年度を基準

とした目標値 
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[４]　グラフ 「平成１９年度から平成２８年度まで―滞納債権の回収の記録―」

滞納残高 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28

不納欠損前 195,389 163,250 144,336 126,151 106,699 97,796 88,539 85,997 79,282 73,420

不納欠損後 186,120 155,978 136,467 115,057 100,214 90,464 82,102 78,383 72,646 64,138

　　  （注）債権管理第２課は平成18年10月より「滞納勘定の夜明け」をタイトルに「督促８段階（法的手続きを含む）」手法を構築し、平成19年4月よりスタートした。

過年度・現年度徴収率の推移 過年度徴収額・現年度繰越発生額の推移
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単位：千円
税務課

上水道 下水道 （介護保険料）

調定額 1,745,507 652,779 334,269 7,406 88,193 88,721 538,163 35,976 0

徴収額 1,672,087 634,973 329,911 1,575 88,030 72,428 532,076 13,094 0

徴収率  % 95.79% 97.27% 98.70% 21.27% 99.82% 81.64% 98.87% 36.40% -

収入未済額 73,420 17,806 4,358 5,831 163 16,293 6,087 22,882 0

欠損額 9,282 757 174 0 105 1,972 1,149 5,125 0

欠損後徴収率　% 96.33% 97.39% 98.75% 21.27% 99.93% 83.86% 99.08% 50.64% -

期末残高 64,138 17,049 4,184 5,831 58 14,321 4,938 17,757 0

調定額 1,751,114 663,836 336,436 8,056 89,357 94,377 529,056 29,996 0

徴収額 1,671,832 639,853 331,177 2,113 89,252 74,934 521,676 12,827 0

徴収率  % 95.47% 96.39% 98.44% 26.23% 99.88% 79.40% 98.61% 42.76% -

収入未済額 79,282 23,983 5,259 5,943 105 19,443 7,380 17,169 0

欠損額 6,636 2,335 543 0 0 2,108 1,650 0 0

欠損後徴収率　% 95.85% 96.74% 98.60% 26.23% 99.88% 81.63% 98.92% 42.76% -

期末残高 72,646 21,648 4,716 5,943 105 17,335 5,730 17,169 0

調定額 1,671,167 665,087 335,737 9,245 82,832 99,746 431,445 47,075 0

徴収額 1,585,170 636,288 329,459 3,147 82,727 79,479 423,317 30,753 0

徴収率  % 94.85% 95.67% 98.13% 34.04% 99.87% 79.68% 98.12% 65.33% -

収入未済額 85,997 28,799 6,278 6,098 105 20,267 8,128 16,322 0

欠損額 7,614 2,777 549 0 0 0 1,697 2,591 0

欠損後徴収率　% 95.31% 96.09% 98.29% 34.04% 99.87% 79.68% 98.51% 70.83% -

期末残高 78,383 26,022 5,729 6,098 105 20,267 6,431 13,731 0

調定額 1,653,969 670,668 336,805 12,809 82,210 102,460 419,132 29,885 0

徴収額 1,565,430 638,090 330,048 5,522 82,105 81,238 408,771 19,656 0

徴収率  % 94.65% 95.14% 97.99% 43.11% 99.87% 79.29% 97.53% 65.77% -

収入未済額 88,539 32,578 6,757 7,287 105 21,222 10,361 10,229 0

欠損額 6,437 2,160 534 0 0 11 2,745 987 0

欠損後徴収率　% 95.04% 95.46% 98.15% 43.11% 99.87% 79.30% 98.18% 69.07% -

期末残高 82,102 30,418 6,223 7,287 105 21,211 7,616 9,242 0

調定額 1,669,277 694,911 344,835 13,482 87,309 105,918 403,865 18,957 0

徴収額 1,571,481 656,967 336,337 5,390 87,204 82,759 394,241 8,583 0

徴収率  % 94.14% 94.54% 97.54% 39.98% 99.88% 78.13% 97.62% 45.28% -

収入未済額 97,796 37,944 8,498 8,092 105 23,159 9,624 10,374 0

欠損額 7,332 2,973 414 0 0 544 1,076 2,325 0

欠損後徴収率　% 94.58% 94.97% 97.66% 39.98% 99.88% 78.65% 97.88% 57.54% -

期末残高 90,464 34,971 8,084 8,092 105 22,615 8,548 8,049 0

年度別現年・過年合計　調定・収納状況表

教育総務課社会福祉課

２４年度

建築住宅課子ども課人権課合計

２５年度

上下水道課

２６年度

２８年度

２７年度
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単位：千円
税務課

上水道 下水道 （介護保険料）

調定額 1,632,645 708,803 344,562 15,231 82,214 108,811 355,360 17,664 0

徴収額 1,525,946 665,726 335,030 6,534 82,049 82,663 347,026 6,918 0

徴収率  % 93.46% 93.92% 97.23% 42.90% 99.80% 75.97% 97.65% 39.16% -

収入未済額 106,699 43,077 9,532 8,697 165 26,148 8,334 10,746 0

欠損額 6,485 3,342 454 0 0 345 1,167 1,177 0

欠損後徴収率　% 93.86% 94.39% 97.37% 42.90% 99.80% 76.29% 97.98% 45.83% -

期末残高 100,214 39,735 9,078 8,697 165 25,803 7,167 9,569 0

調定額 1,725,385 790,017 338,651 18,100 85,619 114,075 354,869 24,054 0

徴収額 1,599,234 739,463 328,898 7,768 85,434 83,127 345,442 9,102 0

徴収率  % 92.69% 93.60% 97.12% 42.92% 99.78% 72.87% 97.34% 37.84% -

収入未済額 126,151 50,554 9,753 10,332 185 30,948 9,427 14,952 0

欠損額 11,094 3,166 372 0 0 296 2,481 4,779 0

欠損後徴収率　% 93.33% 94.00% 97.23% 42.92% 99.78% 73.13% 98.04% 57.71% -

期末残高 115,057 47,388 9,381 10,332 185 30,652 6,946 10,173 0

調定額 1,784,413 810,156 344,717 22,661 99,867 121,041 355,917 30,054 0

徴収額 1,640,077 752,707 333,303 9,877 98,455 84,510 346,679 14,546 0

徴収率  % 91.91% 92.91% 96.69% 43.59% 98.59% 69.82% 97.40% 48.40% -

収入未済額 144,336 57,449 11,414 12,784 1,412 36,531 9,238 15,508 0

欠損額 7,869 3,153 237 0 714 229 2,168 1,368 0

欠損後徴収率　% 92.35% 93.30% 96.76% 43.59% 99.30% 70.01% 98.01% 52.95% -

期末残高 136,467 54,296 11,177 12,784 698 36,302 7,070 14,140 0

調定額 1,844,794 832,318 345,347 29,062 105,197 128,923 359,107 29,137 15,703

徴収額 1,681,544 767,707 332,201 12,282 102,469 85,580 349,981 15,621 15,703

徴収率  % 91.15% 92.24% 96.19% 42.26% 97.41% 66.38% 97.46% 53.61% 100.00%

収入未済額 163,250 64,611 13,146 16,780 2,728 43,343 9,126 13,516 0

欠損額 7,272 1,058 932 0 116 1,719 2,280 1,167 0

欠損後徴収率　% 91.54% 92.36% 96.46% 42.26% 97.52% 67.71% 98.09% 57.62% -

期末残高 155,978 63,553 12,214 16,780 2,612 41,624 6,846 12,349 0

調定額 1,893,469 843,075 338,370 30,440 115,155 140,953 357,574 23,653 44,249

徴収額 1,698,080 765,582 322,965 7,672 111,238 88,930 348,722 8,743 44,228

徴収率  % 89.68% 90.81% 95.45% 25.20% 96.60% 63.09% 97.52% 36.96% 99.95%

収入未済額 195,389 77,493 15,405 22,768 3,917 52,023 8,852 14,910 21

欠損額 9,269 1,734 0 0 0 3,716 2,073 1,746 0

欠損後徴収率　% 90.17% 91.01% 95.45% 25.20% 96.60% 65.73% 98.10% 44.35% -

期末残高 186,120 75,759 15,405 22,768 3,917 48,307 6,779 13,164 21

１９年度

人権課 子ども課 建築住宅課 社会福祉課 教育総務課

２３年度

２２年度

合計
上水道

年度別現年・過年合計　調定・収納状況表

２０年度

２１年度



年度別課別徴収状況表（欠損含）  ９

　 　

　 　

　 　

　 　

　 　

　 　

　 　

19年度 20年度 21年度 22年度 23年度 24年度 25年度 26年度 27年度 28年度

現年度 97.71% 98.55% 98.70% 98.92% 98.94% 99.05% 98.99% 98.78% 99.10% 99.16%

過年度 23.54% 29.15% 26.10% 28.21% 26.82% 25.13% 26.37% 28.10% 26.56% 31.06%

現過計 90.17% 91.54% 92.35% 93.33% 93.86% 94.58% 95.04% 95.31% 95.85% 96.33%

0.00%

20.00%

40.00%

60.00%

80.00%

100.00%

120.00%

現年度 過年度 現過計各課合計

19年度 20年度 21年度 22年度 23年度 24年度 25年度 26年度 27年度 28年度

現年度 97.44% 98.33% 98.65% 98.69% 98.78% 98.98% 99.04% 99.10% 99.21% 99.58%

過年度 21.86% 32.75% 30.37% 30.42% 33.12% 28.80% 31.75% 33.32% 36.22% 33.52%

現過計 91.01% 92.36% 93.30% 94.00% 94.39% 94.97% 95.46% 96.09% 96.74% 97.39%

0.00%

20.00%

40.00%

60.00%

80.00%

100.00%

120.00%

現年度 過年度 現過計上下水道課（上水道使用料）

19年度 20年度 21年度 22年度 23年度 24年度 25年度 26年度 27年度 28年度

現年度 98.46% 98.91% 98.97% 99.19% 99.04% 99.34% 99.38% 99.30% 99.45% 99.46%

過年度 28.61% 44.09% 36.47% 39.91% 37.48% 39.64% 40.61% 44.80% 49.42% 48.94%

現過計 95.45% 96.46% 96.76% 97.23% 97.37% 97.66% 98.15% 98.29% 98.60% 98.75%

0.00%

20.00%

40.00%

60.00%

80.00%

100.00%

120.00%

現年度 過年度 現過計

19年度 20年度 21年度 22年度 23年度 24年度 25年度 26年度 27年度 28年度

現年度 70.59% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 96.83% 77.78% 82.97%

過年度 10.97% 26.30% 23.81% 19.18% 15.82% 6.96% 9.95% 17.17% 9.68% 6.09%

現過計 25.20% 42.26% 43.59% 42.92% 42.90% 39.98% 43.11% 34.04% 26.23% 21.27%

0.00%

20.00%

40.00%

60.00%

80.00%

100.00%

120.00%

現年度 過年度 現過計人権課

19年度 20年度 21年度 22年度 23年度 24年度 25年度 26年度 27年度 28年度

現年度 98.77% 99.44% 99.96% 100.00% 99.87% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 99.93%

過年度 43.40% 47.82% 74.62% 73.50% 67.57% 36.36% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00%

現過計 96.60% 97.52% 99.30% 99.78% 99.80% 99.88% 99.87% 99.87% 99.88% 99.93%

0.00%

20.00%

40.00%

60.00%

80.00%

100.00%

120.00%

現年度 過年度 現過計子ども課

19年度 20年度 21年度 22年度 23年度 24年度 25年度 26年度 27年度 28年度

現年度 94.56% 96.95% 98.90% 99.70% 99.77% 99.47% 99.27% 99.32% 99.38% 99.60%

過年度 25.41% 18.92% 14.93% 16.20% 16.39% 14.00% 8.79% 6.98% 16.72% 19.02%

現過計 65.73% 67.71% 70.01% 73.13% 76.29% 78.65% 79.30% 79.68% 81.63% 83.86%

0.00%

20.00%

40.00%

60.00%

80.00%

100.00%

120.00%

現年度 過年度 現過計建築住宅課

19年度 20年度 21年度 22年度 23年度 24年度 25年度 26年度 27年度 28年度

現年度 98.98% 98.89% 98.98% 98.96% 99.00% 98.92% 98.91% 99.21% 99.30% 99.44%

過年度 55.34% 56.69% 48.31% 52.83% 46.90% 40.52% 63.28% 59.69% 67.86% 65.76%

現過計 98.10% 98.09% 98.01% 98.04% 97.98% 97.88% 98.18% 98.51% 98.92% 99.08%

0.00%

20.00%

40.00%

60.00%

80.00%

100.00%

120.00%

現年度 過年度 現過計税務課（介護保険料）

19年度 20年度 21年度 22年度 23年度 24年度 25年度 26年度 27年度 28年度

現年度 76.36% 93.93% 81.34% 90.22% 86.60% 85.68% 87.78% 80.56% 77.40% 67.78%

過年度 16.33% 13.56% 12.24% 34.92% 15.81% 29.93% 17.04% 31.00% 1.70% 31.87%

現過計 44.35% 57.62% 52.95% 57.71% 45.83% 57.54% 69.07% 70.83% 42.76% 50.64%

0.00%

20.00%

40.00%

60.00%

80.00%

100.00%

120.00%

現年度 過年度 現過計社会福祉課

19年度 20年度 21年度 22年度 23年度 24年度 25年度 26年度 27年度 28年度

現年度 99.95% 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

過年度 0.00% 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

現過計 99.95% 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

0.00%

20.00%

40.00%

60.00%

80.00%

100.00%

120.00%

現年度 過年度 現過計教育総務課
上下水道課（下水道使用料）
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 [５] 滞納債権管理の組織図(変遷) 

 

 

 
 
 
 
 
平成 19 年 4 月                   平成 19 年 8 月 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成 17 年 4 月 債権管理局スタート 

   10 月 滞納整理専門嘱託員 4人採用 

   11 月 滞納整理専門嘱託員 1人採用 

平成 18 年 4 月 専任の債権管理局長配置 

        市民部税務課を債権管理局へ 

所管変更 

平成 19 年 4 月  債権管理課長を配置(債権専門嘱託員) 

        建築課兼務債権専門嘱託員を配置 

平成 19 年 8 月  元統括国税徴収官を職員として採用 

平成 20 年 4 月 債権管理第一課と二課専門嘱託 

員兼務廃止 

二課私債権回収体制の強化 

所 管 
平成 18 年度 

時点 

建設経済部 市営住宅使用料 健康福祉部 生活保護費不正受給返還金・  

保育所保育料・介護保険料 
市民部 同和対策事業 

貸付金 

農林水道部 上水道・下水道 

使用料 

 

 

債権管理第二課 課長 

専門嘱託員(兼建築課ｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰ) 

(市税外滞納債権徴収) 

債権管理第一課 課長 

元統括国税徴収官職員採用 

(市税の滞納徴収) 

滞納債権回収専門部署の設置 
平成 17 年 4 月に債権管理局設置 
平成 23 年 4 月に局廃止し総務部へ 
平成 27 年 4 月に市民生活部へ 

債権管理課に組織変更⇒平成 25 年 4 月 

平成 19 年 4 月  

①法務専門嘱託員 

徴収係/管理係 

主任主事(住宅関連兼務) 

平成 19 年 4 月 

②専門嘱託員(住宅関連兼務) 

平成 20 年 4 月 

③専門嘱託員(水道関連兼務) 

課長補佐       課長補佐 

(吏員)      (専門嘱託員) 

 

副主幹(吏員)    課員(専門嘱託員) 

 

副主幹(吏員)    課員(専門嘱託員) 

 

副主幹 (吏員)   課員(専門嘱託員) 

税務課 

(省略) 
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[６] 滞納債権回収の流れ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

督  促 

催  告 

検 討 会 
履  行 不 履 行 

訴えの提起 

支払督促発送 

仮執行宣言付支払督促の申立 

(簡易裁判所) 

仮執行宣言付支払督促発送 

仮執行宣言付支払督促の確認 

訴訟上の和解 

裁判へ 

民事調停の申立 
(簡易裁判所) 

支払督促の申立 
(簡易裁判所) 

調停不成立 調停成立 

即決和解へ 調停条件履行 

調停条件不履行 
即決和解の申立 

(簡易裁判所) 

(簡易･地方裁判所) 

口頭弁論 

判 決 

確 定 
和解成立 

和解条項履行 和解条項不履行 

強制執行の申立 

和解条項履行 和解条項不履行 

強制執行の申立 

(送達証明書) 
強制執行 強制執行の申立 

異議申立 

異議なし 

異議なし 

異議申立 

※異議申立の期限は、２週間以内。 

３０日以内 



12 
 

 

[７] 督促８段階手法事項 

 

 

 

１ 担当課から督促状の発送 ３回（下記パターン 1.2.3） 

２ 裁判所から支払督促・仮執行宣言付支払督促の発送 ２回（4.6） 

３ 債権管理課から裁判所と並行して督促状の発送 ３回（5.7.8） 

 

 督促パターン  

 

1  督促状( 現年度 ) →現年度滞納の発生防止のため督促状を発送します。 

2  催告書( 現年度＋過年度 ) →滞納回収額アップのため催告書を発送します。 

3  移管催告書 →支払意志のない滞納者へは債権管理課へ債権移管の催告書を発送します。 

併せて債権管理課へ「法務依頼申請書」の提出をします。 

    ※一方、債権管理課は「移管受任」の書面を送付します。 

4 「支払督促申立」→滞納者の住所地を管轄する簡易裁判所へ申立てします。 

5 「支払督促申立のお知らせ」→督促書面は、「支払督促申立」と同時に債務者へ発送します。 

6 「仮執行宣言付支払督促申立」→「支払督促正本」を受領して 14 日間経過後、異議申立が 

なければ、即、仮執行宣言付支払督促申立手続をします。 

7 「通告書」→督促書面は、「仮執行宣言付支払督促申立」と同時に債務者へ発送し、支払期限

は、到着後７日以内の指定とします。 

8 差押予告→督促書面は、裁判所から、「仮執行宣言付支払督促正本」が 

債務者へ送達済の連絡を受け次第、裁判所へ「送達証明書」を申請して 

取得後、債務者へ発送します。支払期限は到着後 7 日以内の指定とします。 
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[８] 水道関係図式督促パターン 
 

 

 

 

 
 
  
     
     
 
 
 
 

  「法務依頼申請書」上下水道課は市外転出者が対象 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  (注)「水道課」と「下水道課」は、平成２５年４月１日に統合され、「上下水道課」となりました。 

 

(1)督促状(現年度) 

(2)催告状(現年度＋過年度) 

(3)移管催告書 

(4)支払督促申立 

(5)支払督促申立のお知らせ 

(6)仮執行宣言付支払督促申立 

(7)通知書 

(8)差押予告 

(9)債権差押命令申立書 

滞納金回収開始 

(10)完了 

 

 

{給水停止パターン} 

 

 

「上下水道課」月間 30件～50 件抽出の対象者 

・転入者で 3か月以上の滞納者 

・高額滞納者 

 「給水停止予告書送付者名簿」 

 

   

    支払期限 7日 普通郵便 

     

     

  

 

   支払期限 7日 普通郵便 

 

 

 

 

 

封書による手渡し又は 

不在の場合は同書面を差置きする。 

(4)給水停止予告通知書 

(5)給水停止執行通知書 

給水停止執行 

(6)給水停止執行書 

※債権管理課より「移管受任」の書面を送付 
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一つのテーブルでお話をします 
 
 
 
 

[９] 未納はありませんか!!「相談窓口」 
 

債権管理課専門者による面談アドバイザーの実施 

【制度内容】 １ 役割 担当課と市民との間に立って助言・指導します。 

２ 場所 担当課相談場所及び定時相談 

３ 内容 市税外債権の納付相談 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

市の使用料などの未納をなくしよう！ 
未納はありませんか？ 

 

上下水道使用料・保育料などの支払相談は、下記の相談窓口をご利用ください。 

＜市税外滞納相談窓口＞ 善通寺市 債権管理課 

申込電話：６３－６３４７ 

相 談 内 容 
お話を聞かせていただく 

相談員は 
相談時間／場所 

市営住宅使用料等の支払い 谷本相談員 他 

日時 毎週金曜日 

１３時３０分から 

１７時３０分まで 

場所 市役所内ほか 

※先にご連絡をお願いします。 

住宅新築資金貸付金の支払い 大石相談員 他 

保育料の支払い 谷本相談員 他 

介護保険料の支払い 谷本相談員 他 

市への返還金の支払い 谷本相談員 他 

上水道･下水道使用料の支払い 松浦相談員 他 

市への支払いなんでも相談 大石相談員 他 

※ 相談の秘密は固く守られます。  

職 員 面談アドバイザー(助言・指導) 

市民等 

使用料 

 
 

保育料 

 
 

介護保険料 

 
 

返還金 

 

貸付金 

 
 

利用料 

 
 

面談アドバイザーの助言・指導【電話連絡・日程調整等】＜下表をご覧ください＞ 


